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令和７年12月教育委員会定例会会議議事録要旨 

 

  

 １ 招集年月日    令和７年12月18日（木）午前10時00分 開会 

 

 

 ２ 招 集 場 所    喜多方市役所本庁舎４階 第３委員会室 

 

 ３ 出 席 者    教育長                 佐 川 正 人 

            一番委員                長 田 聡 子 

二番委員                山 口 謙太郎 

三番委員                遠 藤 一 幸 

            四番委員                五十嵐 裕 子 

 

 

４ 出 席 職 員    教育部長                佐 藤 茂 雄 

教育総務課長              山 内 裕 美 

            学校教育課長              安 藤 裕 明 

           生涯学習課長              佐 藤 裕 市 

           文化課長                田 中   勲 

中央公民館長              廣 瀨   隆 

            教育総務課長補佐            高 橋 亮 慈 

            学校教育課長補佐            大 垣 義 智 

            学校教育課長補佐            尾 崎 武 史 

生涯学習課長補佐            齋 藤 光 司 

生涯学習課長補佐            平 野 純 一 

中央公民館長補佐            田 中 正 文 

 

 

 ５ 閉   会    午前11時13分 
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１ 開会 

 

午前10時00分、教育長から、12月定例会の開会が告げられた。 

 

２ 会期の決定 教育長から、会期は本日１日としたい旨の発言があり、これに

ついて諮ったところ、全員に異議なく、その通り決定された。 

 

３ 書記の指名 教育長から、教育総務課長補佐が指名された。 

 

４ 会議録の承認 教育長から、令和７年11月の教育委員会定例会議事録要旨につ

いて、その承認の可否を諮ったところ、全員に異議なく、これを

承認することに決定された。 

 

５ 報告事項 

⑴  行事等の報告 

 報告事項に入る前に、教育総務課長から議案第25号「令和７年

度喜多方市教育委員会表彰について」の追加審議をお願いした。 

 

教育長から議案第25号については、会議を公開することにより

公正かつ円滑な議事運営に支障が生じる恐れがあることから「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項のただし

書き」の規定に基づき、非公開で実施するか委員に諮ったところ、

委員全員に異議なく、承認された。 

 

続いて、教育長が、行事等の報告について説明を求め、教育総

務課長が令和７年11月定例会以降の行事について説明した。 

 教育長から、意見がないか求めたところ、委員全員から意見な

く、承認された。 

 

 ⑵ 教育長の報告 

   報告第31号 共催及び後援の承認について 

 

 教育長が、報告第31号 共催及び後援の承認について説明を求

めた。 

 

教育総務課長 共催及び後援の承認について、11月定例会以降、共催２件、後

援６件を承認したので、喜多方市教育委員会の権限に属する事務

の委任等に関する規則第２条第３項の規定により報告します。 

なお、使用名義はいずれも「喜多方市教育委員会」です。 

・共催１番 「令和７年度第 53 回福島県アンサンブルコンテス

ト第 50 回会津支部大会」 
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・共催２番 「喜多方市文化協会交流会」 

・後援１番 「小学生のためのお仕事ノート会津若松市・喜多方

市版 2026 年度」 

・後援２番 「中学生のためのお仕事ブック会津若松市・喜多方

市版 2026 年度」 

・後援３番 「瓜生岩子刀自読書感想文・絵てがみコンクール」 

・後援４番 「第 28 回喜多方市長杯蔵のまちフットサルフェス

ティバル」 

・後援５番 「会津フィルハーモニックウィンズ スプリングコ

ンサート 2026」 

・後援６番 「教育×文化×観光で感動産業を創出！會津が誇る

魂の舞台Ｗ公演」 

 

学校教育課長 長田委員からの事前質問についてお答えします。後援３番「瓜

生岩子刀自読書感想文・絵てがみコンクール」について、１点目、

対象となる児童についてですが、市内小学校に在籍する５年生を

対象としています。 

２点目、対象図書についてですが、課題図書である「ねがいは

水あめの詩に」となっています。 

３点目、実施時期の意図についてですが、主催者は冬休みの課

題としての意図があり、この時期に実施するとのことです。 

４点目、応募作品の掲載等についてですが、主催者としては表

彰式の際に作品を陳列する予定とのことです。なお、広く市民等

に周知ができるよう、市民ホール等の活用について主催者側にお

伝えさせていただきました。 

以上です。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、委員全員に異議なく、

承認された。 

 

報告第 32号 喜多方市社会教育関係団体の認定の取消しについて 

 

 教育長が、報告第32号 喜多方市社会教育関係団体の認定の取

消しについて説明を求めた。 

 
生涯学習課長 喜多方市社会教育関係団体に関する規則第８条の規定に基づ

き、喜多方市社会教育関係団体の認定を取り消したので、喜多方

市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第２条

第３項の規定により報告するものです。 

以上です。 
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 教育長から、質疑等の意見がないか求めたところ、以下の意見

があった。 

 

遠藤委員 №2の喜多方スキークラブは市体育協会にも入っていると思い

ますが、体育協会での扱いはどのようになるのでしょうか。 

 

生涯学習課長 社会教育認定団体と市体育協会は必ずしもリンクしていませ

ん。当団体の活動について体育協会に確認したいと思います。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、委員全員に異議なく、

承認された。 

 

６ 承認事項 

承認第３号 令和７年度喜多方市一般会計補正予算（第７号）の承認について 

 

 教育長が、承認第３号 令和７年度喜多方市一般会計補正予算

（第７号）の承認について説明を求めた。 

 
教育総務課長 令和７年12月市議会に追加提案した令和７年度喜多方市一般

会計補正予算（第７号）について、喜多方市教育委員会の権限に

属する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定により、下

記のとおり臨時に代理して処理したので、同規則第３条第２項の

規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

内容は、県の人事院勧告による会計年度任用職員の期末手当、

勤勉手当の年間支給割合の引き上げと、それに伴う共済費の追加

計上です。 

以上です。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、以下の意見があった。 

 

山口委員 先日、新聞等の報道では、財政的な面から三役給与を１カ月分

カットされるとの記事を見ました。会計年度任用職員の手当は無

事引き上げることができたのかどうか教えてください。 

 

教育総務課長 今回の補正予算は、会計年度任用職員の期末手当、勤勉手当の

補正となっており、市職員と同様に給与は引き上げとなっていな

いところです。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、委員全員に異議なく、



5 
 

承認された。 

 

７ 審議事項 

議案第23号 令和６年度喜多方市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状

況の点検・評価について 

 

 教育長が、議案第23号 令和６年度喜多方市教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価について説明を求

めた。 

 
教育総務課長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規

定に基づき、令和６年度における喜多方市教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行状況の点検・評価について、喜多方市教

育振興基本計画審議会の意見を付けて報告書を作成するもので

す。 

提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条

第１項の規定により、令和６年度喜多方市教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執行状況の点検・評価を行ったので、喜多方

市教育振興基本計画審議会の意見を付けて報告書を作成するも

のです。 

以上です。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、以下の意見があった。 

 

長田委員 38ページの総括的な意見について、それぞれの意見の文頭に丸

印等をつけた方が見やすいのかなと思いました。 

 

教育総務課長 そのように修正します。 

 

山口委員 39ページのＩＣＴ教育について、「ハード関係は整備したもの

の、無線ルーターの不具合解消など、ソフト環境についても十分

な対策を講じていただきたい。」と記載されていますが、おそら

く新型コロナの頃に中学校で貸出していたタブレットをいまだ

に使用しているためと思われます。現在の機器は令和２年度に導

入し、学校や生徒からは性能が低くて実用に支障があるとの声を

聞いています。今後の更新にあたっては、性能の良い機器を検討

していただきたいと思います。 

また、メンテナンス業者による不具合対応について、迅速に対

応されていないとの声を聞いています。例えば、生徒がタブレッ

トの設定を変えてしまったとき、原状に戻す措置に相当の時間を
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要したとの話も聞いています。事業者に要望するなど、改善して

いただければと思います。 

 

学校教育課長 現在のタブレットは令和２年度に導入したもので、かなり経過

しています。 

第１期のGIGAスクール構想が来年２月終了し、３月から新しい

機器を整備する予定です。 

機器の調達は県の共同調達により進めることとなり、次期から

はChromebookを導入する予定です。また、通信性能も大きく向上

する予定ですので、環境改善が図られるものと考えています。 

メンテナンス業者の対応については、１日でも早く対応してい

ただくよう要望してまいります。 

 

山口委員 ねんりんピック大会について、福島県代表で全国大会に出場し

た場合、県や市町村によって旅費の補助率が大きく異なるようで

す。旅費が全額出ている自治体もあるそうですが、全国大会の会

場は遠方になりますので、ホテル代や飛行機、新幹線などの移動

費の個人負担も大きくなってしまいます。 

参加される高齢者の負担を少しでも軽減していただければと

思います。要望です。 

 

生涯学習課長 大会出場補助金については、自治体により差があるということ

は認識しています。現在、調査中ではありますが、今後、財政的

な面と併せて検討してまいります。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、委員全員に異議なく、

可決された。 

 

  議案第24号 喜多方市学校給食共同調理場及び学校給食センター条例施行規則の一

部を改正する規則について 

  

 教育長が、議案第24号 喜多方市学校給食共同調理場及び学校

給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について説明

を求めた。 

 

学校教育課長 喜多方市学校給食共同調理場及び学校給食センター条例施行

規則の一部を改正したいとするものです。 

 提案理由は、令和８年度より喜多方市立上三宮小学校に給食を

提供する共同調理場を変更するため、喜多方市学校給食共同調理

場及び学校給食センター条例施行規則の一部を改正しようとす
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るものです。 

 

 教育長から、意見がないか求めたところ、委員全員に異議なく、

可決された。 

  

議案第25号 令和７年度喜多方市教育委員会表彰について 

 

（非公開） 

 

８ 連絡事項 

令和７年度教育委員会会議の開催日程（案）等について 

 

次回の定例会について、教育総務課長が、令和８年１月15日（木）午前10時に開催す

ることを説明した。 

 

９ 閉会  

午前11時13分、教育長から、閉会が告げられた。 

 


